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　「 かわさ き 教育プ ラン 」は、教育委員会の取組内容を 記載し た行政の計画であると と

も に、本市の約1 0 年間の教育がめざ すも のを 当事者間で 共有し 、連携・ 協力の下に取

組を推進するための指針と なるも のです。

　 本 市 で は 、平成1 7（ 2 0 0 5 ）年３ 月に 策 定し た「 かわさ き 教育プ ラ ン 」（ 平成1 7

（ 2 0 0 5 ）年度～平成2 6（ 2 0 14 ）年度）が果たし てき た役割を 継承し つつ、子ども の実態

や社会情勢の激し い変化等を 踏まえ 、本市の教育施策を 総合的かつ体系的に推進し 、

今後めざ すべき 基 本 理 念や基 本目標な ど を 実現する た め の計 画と し て 、平成 2 7

（ 2 0 15 ）年３ 月に、新たに「 第２ 次川崎市教育振興基本計画かわさ き 教育プ ラン 」（ 以下

「 教育プラン 」と いう 。）を 策定し まし た。 

はじ めに

かわさ き 教育プラ ンについて1

（ １ ）教育プラ ン策定の趣旨  

ア 　 対象期間

　 　 平成2 7（ 2 0 15 ）年度から 概ね10 年間を 対象と し ます。

イ 　 対象分野

　 　 教育委員会が所管する市立の小・ 中・ 高・ 特別支援学校で の学校教育と 、幼児から

　 高齢者までにわたる 社会教育と し ま す。

ウ　 教育プラン の構成及び計画期間

　 　 概ね1 0 年間の対象期間全体を 通じ て 実現を めざ すも のを 教育プ ラ ン の「 基本理

　 念」及び「 基本目標」と し て掲げな がら 、具体的な 取組内容は、「 基本政策」、「 施策」、

　「 事務事業」の階層で 体系的に整理し ます。基本政策、施策、事務事業については、概

　 ね４ 年ごと に見直し を 行う「 実施計画」と するこ と で 、新し い課題や状況の変化に、よ

　 り 柔軟に対応できるよう な政策体系と し ます。 

　 　 ま た 、各実施計画期間において 、特に重点的に推進する 取組を「 重点事業」と し て

　 位置づけます。

（ ２ ）教育プラ ンの全体像  

第１ 章
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○ 教育プラ ンの構成 

○ 計画期間

【  第1 階層 】

概ね1 0 年間の計画期間 

単年度

実
施
計
画

概ね４ 年間の計画期間 
【  第2 階層 】

【  第3 階層 】

【  第4 階層 】

教育プラ ンの基本理念
及び基本目標 

基本政策 

施  策 

事務事業 

事業（ 予算小事業） 

特に重点的に推進する 取組

 ★重点事業 に位置づけ  

（ 年度）

１ 　 基本理念

　 　 及び

　 　 基本目標 

２ 　 基本政策

３ 　 施策

４ 　 事務事業

事業 

H2 7 H2 8 H2 9 H3 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

概ね1 0 年間の計画期間 

第1 期実施計画 第2 期実施計画 第3 期実施計画
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　 教育施策を 総合的かつ体系的に推進し 、今後めざ すべき 基本理念や基本目標など を

実現するための計画と して 、教育基本法第17 条第２ 項に定める 教育振興基本計画に位

置づけると と も に、本市総合計画を はじ め、教育プ ランと 関連する 計画と の整合を 図り

ながら 、教育プランを 策定しています。 

（ ３ ）教育プラ ンの位置づけ  

など

○ 教育プラ ンと 関連する主な計画 

川崎市総合計画

川崎市行財政改革プ ロ グラム

川崎市国際施策推進プ ラ ン

資産マネジメ ント 第３ 期実施方針

かわさ き パラムーブメ ント 推進ビジョ ン

川崎市文化芸術振興計画

川崎市スポーツ 推進計画

こ れから のコ ミ ュ ニティ 施策の基本的考え 方

脱炭素戦略「 かわさ き カ ーボン ゼロ チャレン ジ 2 0 5 0 」

川崎市地域包括ケアシステム推進ビ ジョ ン

かわさ きノ ーマラ イゼーショ ンプ ラ ン

川崎市子ど も・ 若者の未来応援プ ラ ン

川崎市子ど も の権利に関する 行動計画

川崎市防災都市づく り 基本計画

計画名 所管局 

総務企画局

総務企画局

総務企画局

総務企画局

市民文化局

市民文化局

市民文化局

市民文化局

環境局

健康福祉局

健康福祉局

こ ど も 未来局

こ ど も 未来局

まちづく り 局
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　 教育プ ラン の基本理念及び基本目標は、今後の本市の教育がめざ すも のを 表してい

ま す。こ れを 、令和７（ 2 0 2 5 ）年度ま で の教育の指針と なる 考え 方と し て 掲げ、その実

現をめざし た施策を実施計画に位置づけ、推進していきます。

　 社会が激し く 変化するこ の時代において 、将来を 見据えると 、少子高齢・ 人口減少社

会、グロ ーバル化・ 情報化の進展、不安定な 雇用状況、社会の活力の低下への対応な

ど 、多く の課題が存在し ます。

　 ま た 、平成2 6（ 2 0 14 ）年に市制9 0 周年を 迎えた本市は、利便性の高い生活環境、将

来性のある産業の振興、市民と の協働による文化芸術やスポーツのまちづく り など 、そ

の強みを 活かし 、さ ら なる 発展へ歩みを 進めながら も 、都市インフ ラ の老朽化や社会保

障関連経費の増大、今後到来する人口減少への対応など 、乗り 越えなく てはなら ない多

く の課題に直面しています。

　 こ のよう な状況の中、こ れから の社会を 見据え 、願う のは、どのよう な社会状況にお

いても 、夢や希望を抱き 、自ら 学び、自ら 考え 、主体的に判断・ 行動し ながら 、いき いきと

躍動する市民の姿です。また、市民一人ひと り がお互いを 尊重し 、支え合い、高め合いな

がら 共に生きる 社会の姿です。

　 そして 、そのよう な市民を 育て 、社会を つく るこ と が、人づく り を担う 教育の大切な役

割です。

　 私たち は、こ れから の人・ 社会のために教育がで きるこ と を 真剣に考え 、市民と 手を

携えな がら 、教育の力で 新し い川崎の未来と そこ で いき いきと 活動する 市民を 育て て

いき ま す。そし て 、その実現のために、教育プ ラ ン の基本理念を 、今後教育が果たすべ

き 役割や未来への普遍的な 願いを 考慮し 、「 夢や希望を 抱いて生き がいのある人生を

送るための礎を 築く 」と 定め、新し い時代に向けた教育施策を推進していきます。

（ ４ ）基本理念と 基本目標

＜基本理念＞ 

夢や希望を抱いて生き がいのある人生を送るための礎を築く
ゆめ き ぼう いだ い じ んせい おく いし ずえ き ず

「 教育が人・ 社会の発展の礎を 築く 」 
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　 変化の激し い 社会の中で 、誰も が多様な 個性、能力を 伸ば

し 、充実し た 人生を 主体的に切り 拓いて いく こ と がで き る よ

う 、将来に向けた社会的自立に必要な能力・ 態度を 培う こ と

　 個人や社会の多様性を 尊重し 、それぞれの強みを 生かし 、と

も に支え 、高め合える 社会を めざ し 、共生・ 協働の精神を 育む

こ と

　 変化が激し い社会においても 、誰も が夢や希望を 抱き 、充実し た人生を 送るため、ま

た社会を 持続的に発展さ せていく ためには、「 生涯にわたって学び続け、自立し た個人

と して生き ていく 力を 一人ひと り が身につけるこ と 」、そして「 自立し た個人が、多様な価

値観を 認め合い、互いに支え合い、高め合う 精神を 持ち 、生き がいのある 社会を 協働し

てつく り だしていく こ と 」が大切です。

　 人づく り を 担う 教育の役割を 果たし 、「 人・ 社会の発展」を 実現し ていく ために、今後

10 年間を 通して 教育施策の指針と なる 考え 方を 、「 自主・ 自立」「 共生・ 協働」をキーワー

ド と し ながら 、教育プラン の「 基本目標」と して上記のよう に定めています。 

＜基本目標＞ 

自主・ 自立
じ し ゅ じ り つ

共生・ 協働 
きょ う せい きょ う どう
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　 教育プ ラ ン の具体的な 取組内容は、基本政策、施策、事務事業を 体系的に整理し た

実施計画と し てまと めていま す。本市で は、第１ 期実施計画（ 平成2 7（ 2 0 15 ）年度から

平成2 9（ 2 0 17 ）年度）及び第２ 期実施計画（ 平成3 0（ 2 0 1 8 ）年度から 令和３（ 2 0 2 1 ）

年度）に基づき 、学校教育や社会教育をめぐるさ まざ まな課題の解決をめざし 、教育施

策を推進してきまし た。 

こ れまでの実施計画の取組状況第２ 章

第１ 期から 第２ 期実施計画における主な取組状況 1

　 子ども たちが将来に対する 夢や希望を 持ち 、社会的自立に必要な能力や態度を 育

て ていく 教育がすべての学校に求めら れているこ と から 、自尊感情や規範意識、学

ぶ意欲、人と 関わる力等を 発達の段階に応じ て計画的・ 系統的に育む「 キャリ ア 在り

方生き 方教育」を 第１ 期実施計画期間中（ 平成2 8（ 2 0 1 6 ）年度）に全校で 実践を 始

め、第２ 期実施計画期間では、工夫・ 改善を 図り ながら 取組を推進し まし た。

　「 キャリ ア 在り 方生き 方教育」を 推進するため、各学校を 訪問しての指導・ 助言や、

研修会や指導資料等の配布を 通じ た取組事例の共有、保護者・ 地域への情報提供

を 行いまし た。 

（ １ ）社会的自立に必要な能力・ 態度と 共生・ 協働の精神の育成【 基本政策Ⅰ】 

資料： 全国学力・ 学習状況調査＊

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

「 人の役に立つ人間になり たいと 思う 、どちら かと いえば思う 」と 回答し た児童生徒の割合

自己有用感

小学校６ 年生

中学校３ 年生

H2 9

9 2 .6

9 0 .9

R3

9 4 .6

9 3 .4

9 7

9 5

9 3

9 1

8 9

8 7

8 5

(% )
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　 子ど も たち の「 確かな学力」を 育むため、すべての子ど も が「 分かる 授業」をめざし

て 、一人ひと り の「 授業が分かる 」と いう 実感を 大切にし ながら 、「 習熟の程度に応じ

たきめ細かな指導」の研究実践を 進めていま す。また 、新し い学習指導要領＊の実施

による 小学校における 外国語の教科化等に伴い、「 外国語指導助手（ A LT＊）」の配

置、「 英語教育推進リ ーダー＊」を 活用し た研修の充実を 行う など 、児童生徒の英語

力育成に向けた取組を 進めています。

（ ２ ）「 生き る力＊」の育成【 基本政策Ⅱ】 

資料： 川崎市学習状況調査＊

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

　 一人ひと り の違いが豊かさ と し て 響き 合う 人間関係を 育むため、子ど も の権利学

習や、多文化共生教育、「 川崎市差別のない人権尊重のまちづく り 条例＊」の施行に伴

う 学習活動等の人権尊重教育を 総合的に推進しています。

　 学校司書＊の適正配置など 、読書活動を 通じ た「 豊かな 心」の育成と と も に、身体

を 動かす楽し さ を実感さ せる 休み時間中の運動体験等による 体力の向上、中学校完

全給食＊の導入による「 健康給食＊」の推進など 、「 健やかな 心身」の育成にも 取り 組

んでいま す。

「 授業がわかる、どちら かと いえばわかる」と 回答し た児童生徒の割合 

授業の理解度

小学校５ 年生

中学校２ 年生

H2 6

8 8 .3

7 3 .4

H2 9

9 0 .9

7 7.2

R3

9 0 .1

7 9 .6

10 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

(% )
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　 安全・ 安心で 温かい中学校完全給食の早期実施に向けた 取組を 進め、平成2 9

（ 2 0 17 ）年１ 月から 東橘中学校、犬蔵中学校、中野島中学校及びはる ひ野中学校に

おいて中学校完全給食を 開始すると と も に、市内３ か所の学校給食センタ ーの整備

等を 進め、平成2 9（ 2 0 17 ）年度中にすべての中学校で 完全給食を実施し まし た。

（ ３ ）中学校完全給食の実施【 基本政策Ⅱ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画における取組） 

　 平成2 7（ 2 0 1 5 ）年２ 月に 本市で 発生し た 中学生死亡事件を 受けて 、各学校で

は共感的理解に 基づく 児童生徒に寄り 添っ た 支援体制の整備・ 充実や警察等と

の連携強化を 図る と と も に 、長期欠席傾向のある 児童生徒を 早期に把握し 、対応

するためのし く みを 整えまし た 。

　 子ど も が抱える 多様な 今日的課題に適切に対応するために 、市立小学校におい

て 児童支援コ ーディ ネータ ーの専任化を 進めてき まし た 。平成2 9（ 2 0 17 ）年度に

（ ５ ）一人ひと り の教育的ニーズに対応し た支援【 基本政策Ⅲ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

　 令和2（ 2 0 2 0 ）年度中に整備し た 義務教

育段階の児童生徒向けの１ 人１ 台端末と 、高

速大容量の通信ネット ワーク 環境（ 校内無線

LA N ）について 、令和３（ 2 0 2 1 ）年度から 授

業等に活用し 、段階的に指導内容の充実を

図る など 、「 かわさ き G IG A スク ール構想」の

推進に取り 組んでいます。 

（ ４ ）「 G IG Aスク ール構想」に基づく 取組の推進【 基本政策Ⅱ】 

（ 取組期間： 第２ 期実施計画における取組） 

　 生徒の食生活の現状や課題、食育の観点等

を 踏まえて 、中学校給食のコ ン セプト を「 健康

給食」と 定め、米飯給食中心に 野菜を 豊富に

取り 入れた 献立や、地場産物を 取り 入れた 献

立を提供しています。
「 かわさ きそだち 」の野菜スープ など 、

地場産物を 取り 入れた献立

１ 人１ 台端末が配ら れた時の様子
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は全校で 専任化を 行い、児童への包括的な支援体制を 構築し 、いじ めや不登校の早

期発見・ 早期対応を 図っています。

  本 市で は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する 障害のある 児童生徒が増加

傾向にあると と も に、通常の学級においても 発達障害＊のほか、いじ めや不登校、経

済的に困難な 家庭環境など 、さ ま ざ ま な支援を 必要と する 児童生徒が増加し てお

り 、一人ひと り の教育的ニーズに応じ て 、適切な 相談・ 指導・ 支援に 取り 組んで いま

す。

　 外国に つな がり のあ る

児童生徒に対し て 、日本語

指 導を はじ めと する 多様

な教育的ニーズに応じ た支

援 を 行 う た め に 、令 和２

（ 2 0 2 0 ）年度に 支 援 体制

の見直し を 行い 、さ ら なる

充実を 図り まし た。

　  「 災害時に身を 守る 」「 災害発生時・ 発生後に地域に協力する 」「 自然環境や災害

等についての基本的知識を つける 」を ねら いと し た防災教育を 推進し ていま す。平

成2 8（ 2 0 1 6 ）年度ま で にすべての市立学校を 学校防災教育研究推進校＊と し て 指

定し 、各学校において研究の成果を 活かし た取組を 行い、各学校の防災力や子ど も

たち の防災意識の向上に向けた取組を 進めていま す。

　 東日本大震災の被害の状況を 踏まえ

て 学校の防災機能を 強化する ため、す

べての市立学校の体育館及び格技室の

吊り 天井について 、落下防止対策を 実

施し まし た 。

　 子ど も た ち の 安 全を 確 保する た め

に、スク ールガード・ リ ーダー＊や地域交

通安全員＊を 配置し 、さ まざ ま な 危険か

ら 子ど も たち を 守る 取組を 推進し て い

ま す。 

（ ６ ）学校安全の推進【 基本政策Ⅳ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

スク ールガード・ リ ーダーによる

登下校時の見守り の様子

日本語指導が必要な児童生徒数

中学校

小学校

H2 5

6 2

13 4

H2 6

81

191

H2 7

61

19 3

H2 8

101

24 7

H2 9

116

3 3 5

H3 0

14 0

4 0 7

R2

17 7

5 4 7

R1

16 6

4 51

19 6
2 7 2 2 5 4

3 4 8

4 51

5 47

7 2 4

617

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

(人)

資料： 川崎市教育委員会調べ
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　 学校施設長期保全計画＊に基づく 計画的な改修（ 再生整備と 予防保全）により 、学

校施設の老朽化対策、質的向上、環境対策等を 実施し 、教育環境の改善を 図ると と

も に、施設の長寿命化による 財政支出の縮減と 平準化を 進めていま す。また、ト イレ

の快適化やバリ アフリ ー化など 、教育環境の向上に向けた取組を 進めています。

（ ７ ）良好な教育環境の整備【 基本政策Ⅳ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

　 平成2 9（ 2 0 17 ）年度から 、市立小・ 中学校等における 教職員の給与等の負担や、

学級編制基準（ １ 学級当たり の児童生徒の人数を 定める 基準）、教職員定数の決定

権限が神奈川県から 本市に移譲さ れ、円滑かつ効果的な 移管に向けた事務を 遂行

し まし た 。より 一層本市の実情に即し た学校運営がで きる よう 、効果的な 教職員配

置に向けた取組を 進めています。 

（ ８ ）県費負担教職員の給与負担・ 定数決定権限の移譲【 基本政策Ⅴ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画における取組） 

　「 教職員の働き 方・ 仕事の進め方改革の方針」（ 平成3 0（ 2 0 18 ）年度策定）に基づ

き 、学校給食費の公会計化＊や留守番電話の設置等による 業務改善・ 支援体制の整

備、教職員事務支援員＊や障害者就業員＊、部活動指導員＊の配置等による人員体制

の確保など 、教職員の負担を 軽減する 取組を 進めると と も に、教職員一人ひと り の働

き 方に関する意識改革に向けた取組を推進しています。 

（ ９ ）教職員の働き 方・ 仕事の進め方改革【 基本政策Ⅴ】 

（ 取組期間： 第２ 期実施計画における取組）  

　 家庭環境の変容や地域社会の変化により 、子育てを 支えるつながり が希薄化して

いる 中で 、市民館等で の家庭・ 地域教育学級、PTAによる 家庭教育学級に加えて 、こ

れま で 各種講座等を 受けるこ と がで き なかっ た人に学びの機会を 提供するため、新

たに地域活動団体や企業等と 連携し た取組を 進めていま す。

（ 1 0 ）家庭・ 地域の教育力の向上【 基本政策Ⅵ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 
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　 さ まざ ま な市民団体、大学等と 連携し な がら 、市民が自ら 学び、学んだ 成果を 地

域づく り や市民活動に活かす生涯学習事業を 展開し 、いわゆる「 知縁」による 新たな

絆やコ ミ ュ ニティ を 創造すると と も に、地域を 支える活動や市民主体の学習を担う 人

材の育成に取り 組んでいます。

　 市民の主体的な 学びを 支援するため、子ど も たち の教育活動に支障のない時間

は、校庭、体育館、特別教室等を 開放する など 、学校施設の有効活用を 進めていま

す 。特に 利用が少な い 特別教室について は、活用を 推進する ためのプ ロ ジェ クト

「 Ka w a sa k i教室シェ アリ ン グ」に取り 組んでいます。

　 市民館や図書館等の社会教育施設におけるサービ ス 向上や施設の長寿命化な

ど 、生涯学習環境の整備に取り 組んで いま す。ま た 、市民の主体的な 学びを 支援す

るため、市民館や図書館等の市民が自ら 学ぶ拠点と なる 社会教育施設におけるサー

ビ ス 向上や長寿命化を 推進し て 、生涯学習環境の充実に向けた 取組を 進めていま

す。 

（ 1 1 ）社会教育を 通じ た市民の出会い・ 学びの支援【 基本政策Ⅶ】 

 （ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

　 市民の郷土に対する 愛着を高め、文化の向上と 発展に貢献するため、川崎市地域

文化財顕彰制度＊による 取組など 、文化財のさ ら なる 保護・ 活用を 推進する と と も

に、ボラ ン ティ ア 等の地域人材と 協働し て 、市民が文化財に親し む機会の充実に向

けた取組を 進めています。

　 平成2 7（ 2 0 1 5 ）年3 月に国史跡に指定さ れた 国史跡橘樹官衙遺跡群＊は、全国

的にも 貴重な 歴史的文化遺産と し て 、後世ま で 継承すべき 史跡である ため、「 国史

跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」（ 平成2 9（ 2 0 17 ）年度策定）及び「 国史跡橘樹官

（ 1 2 ）文化財の保護・ 活用と 博物館の運営【 基本政策Ⅷ】 

（ 取組期間： 第１ 期実施計画～第２ 期実施計画） 

　 シニア世代をはじ めと する地域の人材が主体

と なって子ど も たち の学びを サポート する「 地

域の寺子屋事業」については、平成2 6（ 2 0 14 ）

年度から のモ デル実施を 経て 、令和４（ 2 0 2 2 ）

年3 月ま でに7 6 か所で 開講する など 、地域の多

世代が交流し 、学び合う 地域づく り につながっ

ています。

地域の寺子屋事業学習支援の様子
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衙遺跡群整備基本計画」（ 平成3 0（ 2 0 1 8 ）年度策定）に基づき 、市民等の協力を 得

ながら 保存・ 整備・ 活用を 進めています。

　 日本民家園及びかわさ き 宙と 緑の科学館では、新型コ ロ ナウイルス 感染症の影響

等で 、来園・ 来館が困難な方など に向けて 、オン ラ イ ンコ ン テンツ を 活用し 、活動内

容を 発信するなど 、施設の魅力を PRし まし た。 

　 日本民家園で は、平成2 9（ 2 0 17 ）年度に開園5 0 周年を 迎え 、5 0 周年記念伝統芸

能公演など 各種記念事業を 行いまし た。また、かわさ き 宙と 緑の科学館では、令和３

（ 2 0 2 1 ）年度の開館5 0 周年記念事業を はじ めと し て 、より 多く の来館者に楽し んで

いただく よう 、さ まざ まな 取組を 行いまし た。
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　 こ れま で、「 第１ 期実施計画」（ 計画期間： 平成2 7（ 2 0 15 ）年度から 2 9（ 2 0 17 ）年度ま

で ）及び「 第２ 期実施計画」（ 計画期間： 平成3 0（ 2 0 18 ）年度から 令和3（ 2 0 2 1 ）年度ま

で ）に基づき 、教育施策を 着実に推進し てき まし たが、こ の間、新学習指導要領の実施

やG IG A スク ール構想の推進等、新たに対応すべき 教育課題や本市の教育を めぐる 社

会環境は大きく 変化しています。

　 そのため、こ れま で の取組を 着実に継承すると と も に、さ ら に発展さ せ、教育施策を

総合的かつ計画的に推進し 、教育プ ラ ン の基本理念及び基本目標を 実現するため、今

後４ 年間（ 令和４（ 2 0 2 2 ）年度から 令和７（ 2 0 2 5 ）年度ま で ）の取組内容を 、８ の基本

政策、19 の施策、4 5 の事務事業に体系的に整理し た「 第3 期実施計画」を 策定し ます。

第３ 期実施計画

第３ 期実施計画における基本的な考え方 1

　 近年、本市を 取り 巻く 環境は急激に変化しており 、こう し た変化を 的確に捉えた取組

を 推進する 必要があり ま す。主なも のと し ては、新型コ ロ ナウイルス 感染症の影響、大

規模自然災害の発生、脱炭素社会の実現に向けた 取組の進展及び 社会のデジタ ル化

の進展、その他、「 SD G s（ Su st a in a b l e  D e ve lo p m e n t  G o a l s）持続可能な 開発目

標 」 の 社 会 への 浸 透 や 、A I やビ ッ グ デ ー タ 、ロ ボ ッ ト 等 の 先 端 技 術を 活 用 する

So cie t y5 .0 の進展等が挙げら れます。

ア 　 新型コ ロ ナウイルス感染症の影響 

　 新型コ ロナウイルス感染症の影響は、教育をはじ め社会・ 経済の多方面に及んでお

り 、新型コ ロ ナウイルス 感染症の感染拡大防止と 社会経済活動の両立に向けた取組

が今後も 引き 続き 重要と なり ます。また、感染症の影響による 社会変容を 踏まえ、ウィ

ズコ ロナ・ ポスト コ ロナ時代を見据えた取組が新たに求めら れています。

　 本市においても 、国から の要請を 受け、令和２（ 2 0 2 0 ） 年３ 月上旬から５ 月末ま で

の約３ か月間、市立学校全校において 臨時休業を 行い、学校再開後も 、分散登校を

取り 入れるなど 実施可能な 教育活動を 段階的に開始していく こ と で、子ども たちの健

やかな 学びと 、学校における 感染リ スク の低減の両立を 可能な 限り 図り ながら 教育

活動を 行ってきまし た。

（ １ ）本市をめぐ る国の動向や社会環境の変化  

第３ 章
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　 また、その後も 緊急事態宣言が繰り 返し 発出さ れ、令和３（ 2 0 2 1） 年８ 月には、第

５ 波と いわれるデルタ 株の感染拡大により 、夏季休業期間の延長を 行いまし たが、

教育活動を 再開する 際には、感染の不安があり 、やむを 得ず登校を 控える 児童生徒

に対し 、１ 人１ 台端末を 活用し て授業を 配信する など、オン ラ イン で の授業配信を 実

施し 、在宅で の学習を 支援し まし た。一方で、学校行事については、感染状況を 踏ま

え、修学旅行や自然教室等の宿泊行事は延期ま たは中止と し 、運動会・ 体育祭は開

催方法を 工夫し 、実施し まし たが、新型コ ロ ナウイルス 感染症は、子ど も たち の生活

や学び、心身の健康状態に大き な影響を与えるこ と になり まし た。

　 こう し た状況を 踏まえ、今後も 、感染対策を徹底し た教育活動の実施やIC Tを 活用

し た子ども たち の学びの保障、さ まざ まな不安やスト レスを 抱えて日常生活を 送る 子

ども たちの心のケアに取り 組む必要があり ます。

イ 　 大規模自然災害の発生 

　 近年、大規模自然災害の被害が増大し ており 、令和元年東日本台風では本市も 甚

大な被害を 受けまし た。従前から 取り 組んで き た 地震対策に加えて、激甚化する 風

水害の発生に備えるこ と が求めら れていま す。子ど も たちが、安全に安心し て過ごせ

る 教育環境を 確保するために、学校においては、ハード・ ソ フト 両面から 自然災害へ

の対策を 進める と と も に、地域の避難所と し て、防災機能の強化に取り 組む必要が

あり ます。

ウ　 脱炭素社会の実現に向けた取組の進展 

　 世界的に温室効果ガス 削減に向けた 取組が急速に進んで いま す。 本市において

も 、令和3 2（ 2 0 5 0 ） 年のCO 2 排出実質ゼロを めざ す、脱炭素戦略「 かわさ き カ ーボ

ン ゼロ チャレン ジ 2 0 5 0 ＊」 を 令和２（ 2 0 2 0 ） 年11月に策定し たと ころであり 、日々の

行動変容を 促すための環境教育の充実や省エネルギーに配慮し た学校施設や社会

教育施設の整備など、脱炭素化に向けた取組を 積極的に進める 必要があり ます。

エ 　 社会のデジタル化の進展 

　 新型コ ロ ナウイルス 感染症の影響により 、テレ ワーク やオン ラ イ ン 会議の利用拡

大など、社会のデジタ ル化に向けた 取組が急速に進んで いま す。学校現場において

も 、G IG A スク ール構想に基づく 取組で、高速大容量の通信ネッ ト ワーク 環境の整

備と 児童生徒１ 人１ 台端末が整備さ れたこ と により 、こ れま で の実践と IC Tの活用を

適切に組み合わせていく こ と で、学びの質を 向上さ せると と も に、学校教育における
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さ まざ まな課題の解決につなげていく こ と が求めら れていま す。また 、社会教育にお

いても 多様な市民ニーズに応える べく 、IC Tの積極的な活用が求めら れています。

オ　「 SD G s（ 持続可能な開発目標）」の社会への浸透 

　 SD G sは、平成2 7（ 2 0 15 ）年９ 月に国連本部において 、19 3 の加盟国の全会一致

で 採択さ れた 国際目標で す。持続可能な 未来を つく る ための17 のゴ ール（ 目標）と

1 6 9 のタ ーゲット が掲げら れ、「 誰一人取り 残さ ない」を キーワード に、ゴールの達成

に 向けて すべての国が行動する こ と 、自治体も 事業者も 市民も 含めて すべてのス

テ ーク ホルダーが役割を 担う こ と 、社会・ 経済・ 環境の三側面の取組を 統合的に進め

るこ と など を 特徴と しています。

　 現在、SD G sは世界の潮流と なっており 、貧困や飢餓、水や保健、教育、医療、平和

やジ ェ ン ダーな ど 、人々が人間ら し く 暮ら し て いく た め の社 会 的 基 盤を 令 和1 2

（ 2 0 3 0 ）年までに達成するこ と が目標と さ れていま す。

　 また 、本市は、公害問題を はじ めと し たさ まざ まな 課題を 市民、事業者と 連携し て

克服し てき た 歴史と 、持続可能な社会の実現に向けた取組が国から 評価さ れ、令和

元（ 2 0 19 ）年7 月に「 SD G s未来都市＊」に選定さ れまし た。

カ 　 So cie t y5 .0 の進展 

　 人工知能（ A I）、ビッ グデータ 、IoT（ In te rn e t  o f  T h in g s）＊、ロ ボティ ク ス等の先

端技術が高度化し てあら ゆる 産業や社会生活に取り 入れら れた So c ie t y5 .0 時代が

到来し つつあり 、社会のあり 方そのも のが劇的に変わる 状況が生じ ていま す。こ のよ

う に急激に変化する 時代の中で 、学校教育には、一人ひと り の児童生徒が、自分のよ

さ や可能性を 認識すると と も に、あら ゆる 他者を 価値のある 存在と し て 尊重し 、多様

な人々と 協働し な がら 、さ まざ まな社会的変化を 乗り 越え 、豊かな人生を 切り 拓き 、

持続可能な社会の創り 手と なるこ と がで きる よう 、その資質・ 能力を 育成するこ と が

求めら れています。

　 また 、社会教育においては、オン ラ イ ン による 取組を 行う 等、新し い技術を 有効に

活用するこ と で 、移動に困難を 伴う 高齢者等が参加し やすく するこ と や、若者が参加

し やすいよう な 活動内容に工夫をする などし て 、「 人づく り 」「 つながり づく り 」「 地域

づく り 」を 進めていく 必要があり ま す。 
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　 第２ 期実施計画の策定から ４ 年を 経て 、新学習指導要領の実施やG IG A スク ール構

想の推進など 、新たに対応すべき 教育課題に機動的に対応していく 必要があり ます。

（ ２ ）対応すべき 主な教育課題

＜新学習指導要領の全面実施＞ 

　 社会の変化が加速度を 増し 、複雑で 予測困難と なっている時代背景を 踏まえ、新学習

指導要領で は、育成を めざ す資質・ 能力を「 知識及び技能」、「 思考力、判断力、表現力

等」、「 学びに向かう 力、人間性等」の３ つの柱に整理し ていま す。新学習指導要領は、小

学校では令和２（ 2 0 2 0 ）年度から 、中学校では令和３（ 2 0 21 ）年度から 全面実施さ れて

おり 、高等学校では令和４（ 2 0 2 2 ）年度に入学し た生徒から 年次進行で実施さ れます。

　 新学習指導要領では、「 より よい学校教育を 通してより よい社会を 創る 」と いう 理念を

学校と 社会と が共有し 、どのよう な 資質・ 能力を 身につけら れるよう にする のかを 明確

にし ながら 、社会と の連携及び協働により 、その実現を 図る「 社会に開かれた教育課程」

を 重視していま す。また 、教育課程に基づく 教育活動の質を 向上さ せ、学習の効果の最

大化を 図る「 カリ キュラム・ マネジメ ント ＊の確立」が求めら れています。各教科等の指導

に当たっては、資質・ 能力がバランスよく 育成さ れるよう 、児童生徒の「 主体的・ 対話的で

深い学び」の実現に向けた授業改善を 進めるこ と が必要です。

＜教職員の働き 方・ 仕事の進め方改革の推進＞

　 教職員の長時間勤務が全国的な 課題と なる 中、本市で は、平成2 9（ 2 0 17 ）年度に 、

教職員を 対象と し た 勤務実態調査＊を 実施し まし た 。調査結果で は、多く の教員が「 授

業にやり がいを 持ち 、も っ と 授業準備に時間を かけたい」と いっ た 意識を 持つ一方で 、

教職員の長時間勤務の実態が明ら かになり まし た。

　 そのよう な状況を 踏まえ 、平成3 1（ 2 0 19 ）年２ 月に「 教職員の働き 方・ 仕事の進め方

改革の方針」を 策定し 、取組を 推進し てき まし た 。今後も 、取組の効果を 検証し ながら 、

教職員が心身と も に健康を 維持し 、やり がいや誇り を 持ち な がら 業務を 遂行で き る よ

う に、ま た 、業務の役割分担・ 適正化を 着実に行い、授業や学級経営、児童生徒指導等

の本来的な業務に一層専念で きる 環境を 整えていく ため、方針に基づく 取組を 着実に

推進していく こ と が求めら れています。
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＜ＧＩ Ｇ Ａ スク ール構想の推進＞

　 新学習指導要領において 、初めて「 情報活用能力＊」が学習の基盤と なる資質・ 能力

と し て位置づけら れまし た 。いわゆる So c i e t y 5 .0 時代を 生き る 子ど も たち の教育に

は、IC Tを 基盤と し た先端技術等の効果的な 活用が求めら れており 、令和元（ 2 0 19 ）年

12 月には、「 個別最適化さ れた学び」を 持続的に実現するため、学校に高速大容量の通

信ネット ワーク 環境（ 校内無線LA N ）を 整備し 、児童生徒一人ひと り がそれぞれにPC 端

末を 利用し ながら 学習を 進める「 G IG A スク ール構想」が国から 示さ れまし た。

　 G IG A スク ール構想の実現に伴い、こ れま で の教育実践と IC Tの活用を 適切に組み

合わせていく こ と で 、こ れから の学校教育は大きく 変容し 、さ まざ まな課題の解決や教

育の質を 向上さ せる こ と が期待さ れていま す。ま た 、災害や感染症等による 臨時休業

等の緊急時においても 、自宅等で 端末による 学習を 継続するこ と で 、教職員と のつなが

り を 保ち 、子ども たちの学習を 保障するこ と が求めら れていま す。

＜子ども の多様化する ニーズへの対応＞

　 現在の学校現場には、特別な支援を 必要と する 子ど も が増加しています。第１ 期実施

計画期間から 引き 続き 特別支援学校や特別支援学級に在籍する 障害のある 児童生徒

は増加し 続けており 、また 、小・ 中学校の通常の学級に在籍し 、通級による 指導を 受け

ている児童生徒も 増加し ている 状況です。さ ら に、外国につながり のある 児童生徒、日

本語指導が必要な児童生徒も 増加し ており 、今後も その傾向は続いていく と 予測し て

います。

　 また、児童生徒の指導上の課題と して 、近年、いじ めの認知件数や不登校の児童生徒

数が増加傾向にあり 、特に小学校における 不登校児童の増加が顕著に表れています。 

　 加えて 、本来大人が担う と 想定さ れている 家事や家族の世話など を 日常的に行って

いる「 ヤン グケアラ ー」への支援や「 子ど も の貧困」への対応が求めら れており 、経済的

困窮等を 背景に教育や体験の機会に乏し く 、地域や社会から 孤立し 、さ まざ ま な面で

不利な状況に置かれてし まう 傾向にあり ます。

　 こ のよう な中で 、学校は子ど も たちが安心して楽し く 通える 環境であるこ と や福祉と

の連携、家庭や地域と 連携・ 協働し 、子ど も たち の成長を 支えていく こ と が求めら れて

いま す。そして 、子ども の発達や学習を 取り 巻く 個別の教育的ニーズを 把握し 、一人ひと

り に合っ た支援を 行い、区役所等の子育て 支援・ 福祉関係部署等と 連携し 、家庭への支

援の実施や子ど も の多様化するニーズへ対応する 必要があり ます。
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＜家庭・ 地域における 教育力の向上＞ 

　 核家族化や共働き 世帯の増加、地域と のつな がり の希薄化、身近な人から 子育てを

学ぶこ と や助け合う 機会の減少など 、子育てや家庭教育を 支える 地域環境が大きく 変

化し ているこ と から 、子育てに不安や悩みを 持つ家庭が増えており 、保護者への学びの

機会を 提供するこ と が求めら れていま す。そのため、地域における 家庭教育を 推進し 、

区役所等の子育て 支援・ 福祉関係部署を はじ め、地域活動団体等と 連携し た取組が必

要と なっています。 

　 また、G IG A スク ール構想の実現や、新学習指導要領の実施をはじ めと し た学校教育

における大き な変化と と も に、学校運営協議会＊の設置が努力義務化さ れ、学校と 地域

の連携・ 協働を 一層推進し 、より 幅広い地域住民や多様な地域活動団体等をネット ワー

ク 化するこ と で 、地域ぐる みで 子ど も の育ちを 支えるし く みづく り を 行う こ と が求めら

れていま す。また 、人間関係の希薄化や少子高齢化等を 背景に、子ど も と 大人を つなぐ

多様な活動や交流の場の必要性が高まっており 、それら をコ ーディ ネート する 担い手の

育成や民間事業者の活用等、地域の教育力の向上や持続可能な 地域社会づく り に活か

す取組が必要と なっていま す。

　 以上のよう な 教育を めぐる 現状に適切に対応し ていく ためには、こ れま で 本市の教

育が積み重ねてき た成果を 継承すると と も に、さ ら に発展さ せながら 、現場の実態に目

を 向け、新たな 課題にも 正面から 向き 合い、多様な主体と 連携・ 協働し て 、計画的に取

組を 進めていく こ と が重要です。

　 教育委員会では、引き 続き 対応すべき 課題並びに教育プ ラン の基本理念及び基本目

標を 踏まえ 、課題解決に向けて 教育施策を 着実に推進するため、令和４（ 2 0 2 2 ）年度

から 令和７（ 2 0 2 5 ）年度ま でを 計画期間と する「 第３ 期実施計画」を 策定し まし た。

（ ３ ）第３ 期実施計画の策定
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第３ 期実施計画と SD Gsの関係2

　 教育は、SD G sの目標４「 質の高い教育をみんなに」と し て位置づけら れ、「 教育が全

てのSD G sの基礎である 」と も いわれています。目標の中には、「 持続可能な開発のため

の教育（ ESD： Ed u ca t io n  f o r Su st a in a b le  D e ve lo p m e n t ）を 通して持続可能な開

発を 促進するために必要な 知識等を 習得で きる よう にする 」と いう タ ーゲット が示さ れ

ています。ESD  を 基盤にし つつ、SD G sの視点を 踏まえた教育を 推進するこ と で 、多様

な問題が絡み合い、解決が困難な現代の課題の重要性について 、子ど も たちが認識し 、

主体的・ 協働的に学び、行動するための能力・ 態度を 育みます。

　 SD G sの視点が含まれる 学習のア プ ロ ーチと し ては、キャリ ア 在り 方生き 方教育・ 環

境教育・ 人権尊重教育・ 国際教育・ 情報教育等があり ま す。また 、社会教育においては、

SD G sの達成に向けて意識の醸成を 図るためにも 、SD G sについて学習する 場を 設定

するなど 、大人が学ぶ機会を 増やすために支援を 行う 必要があり ます。 

　 こ れら の教育活動によって 、子ど も たち の成長を 促すと と も に、持続可能な社会の創

り 手を 育んでいき ま す。さ ら に、大人も 学び、意識と 行動の変容につなげるこ と により 、

SD G sの幅広い目標への貢献につなげていきます。

（ １ ）SD G s達成に貢献する教育の推進

　 第3 期実施計画においては、教員・ 職員一人ひと り が「 持続可能な社会づく り 」や、「 誰

一人取り 残さ ない」と いっ たSD G sの理念を 十分に理解し つつ、将来のある べき 姿を 描

き な がら 各施策・ 事務事業の取組を 進める こ と を 意識し ま す。こ のよう な 認識のも と 、

SD G sの17 の目標のう ち 、目標４「 質の高い教育をみんなに」を 共通の目標と し 、基本

政策ごと にSD G sの目標を掲げています。

（ ２ ）第３ 期実施計画と SD G sの関係



第

３

章

第

３

章

2 0 2 1

第3 期実施計画の全体像3

■プラ ンの基本理念・ 基本目標

■第3 期実施計画（ 令和4（ 2 0 2 2 ）年度～令和7（ 2 0 2 5 ）年度）「 8 つの基本　 　 　 　 　 政策」と「 1 9 の施策」及び「 主な取組」

夢や希望を抱いて生きがいのある人生を送るための礎を築く
ゆめ きぼう いだ い じ んせい おく いし ずえ きず

基本理念

基本目標
変化の激し い社会の中で 、誰も が多様な個性、能力を 伸ば
し 、充実し た人生を主体的に切り 拓いていく こ と ができるよ
う 、将来に向けた社会的自立に必要な能力・ 態度を培う こと

自主・ 自立
じ し ゅ じ り つ 個人や社会の多様性を尊重し 、それぞれの強みを 生かし 、と

も に支え、高め合える 社会をめざし 、共生・ 協働の精神を 育
むこと

共生・ 協働 
きょ う せい きょ う どう

 

●： 主な取組　 ★： 主な取組のう ちの重点事業

下線： 第３ 期実施計画で新たに位置づけた事業

 

学ぶ意欲を 育て、
「 生きる力」を 伸ばす

（ 施策及び主な取組）
1.確かな学力の育成
　 　  ● 新学習指導要領に対応し た総合的な学力向上
　 　 ★市学習状況調査の結果の活用推進
2 .豊かな心の育成
　 　  ● 人権尊重教育及び多文化共生教育の推進
3 .健やかな心身の育成
　 　  ● 小中9 年間を通じ た食育の推進
4 .教育の情報化の推進
　 　 ★かわさ きG IG A スクール構想の推進
5 .魅力ある高等学校教育の推進
　 　  ● 市立高等学校改革推進計画に基づく 取組の推進

　 学ぶ意欲を高め、「 確かな学力」「 豊かな心」「 健やかな
心身」をバランスよく 育み、将来の予測が難し い社会を
生き 抜く ために必要な「 生きる力」を 確実に身につける
ことをめざし ます。

基本
政策Ⅱ

（ 施策及び主な取組）
1.キャリ ア在り 方生き方教育の推進
　 　 ★キャリ ア在り 方生き 方教育の推進

人間と しての在り 方生き 方の
軸をつく る

　 自己有用感や規範意識、人と 関わる力等の子ども の
社会的自立に向けて必要な能力や態度及び共生・ 協働
の精神を 、小学校段階からすべての教育活動を 通じ て
計画的・ 系統的に育む「 キャリ ア 在り 方生き 方教育」を
推進し ます。

基本
政策Ⅰ 良好な教育環境を 整備する

（ 施策及び主な取組）
1.安全教育の推進
　 　  ● 学校の防災力の向上
　 　  ● 通学路の安全対策
2 .安全・ 安心で快適な教育環境の整備
　 　 ★学校施設長期保全計画の推進
　 　  ● 脱炭素への対応など環境に配慮した学校施設の整備
3 .児童生徒数・ 学級数増加への対応
　 　 ★児童生徒数・ 学級数増加対策
　 　  ● 新川崎地区の小学校新設に向けた取組

　 地域おける 子ども たちの見守り や、防災教育の推進
などにより 、学校安全を推進し ます。
　「 学校施設長期保全計画」に基づく 改修工事やエレ
ベータ 設置などバリ アフリ ー化の取組を 進め、より 多く
の学校の教育環境を早期に改善し 、安全・ 安心で快適な
教育環境を整備し ます。

基本
政策Ⅳ

（ 施策及び主な取組）
1.共生社会の形成に向けた支援教育の推進
　 　 ★特別支援教育の推進
　 　  ● いじ めの未然防止や早期解決に向けた取組
　 　  ● かわさ き共生＊共育プログラムの推進
　 　  ● 不登校児童生徒の学習支援の拡充
　 　 ★児童生徒支援・ 相談活動の拡充
　 　  ● 就学等に係る経済的支援の実施

一人ひと り の教育的ニーズに
対応する

　 障害の有無や生まれ育っ た環境に関わらず、すべて
の子ども がいきいきと 個性を 発揮できるよう 、一人ひと
り の教育的ニーズに適切に対応し ていく 教育（ 支援教
育）を学校教育全体で推進し ます。

基本
政策Ⅲ

 
 

文化財の保護・ 活用と
魅力ある博物館づく り を 進める

（ 施策及び主な取組）
1.文化財の保護・ 活用の推進
　 　  ● 文化財保護活用計画に基づく 取組の推進
　 　 ★橘樹官衙遺跡群の史跡整備の推進
2 .博物館の魅力向上
　 　  ● 日本民家園及びかわさ き 宙と 緑の科学館の
　 　 　 魅力向上

　「 川崎市文化財保護活用計画」に基づき 、国史跡橘樹
官衙遺跡群を はじ めと する文化財の保護・ 活用を 推進
し ます。
　 日本民家園及びかわさ き 宙と 緑の科学館の博物館活
動の充実により 、各施設のさ ら なる魅力向上を 図り 、本
市の魅力として発信し ます。

基本
政策Ⅷ

（ 施策及び主な取組）
1.自ら 学び、活動するための支援の充実
　 　 ★学習や活動を通じ た人づく り 、つながり づく り 、
　 　 　 地域づく り の推進
　 　  ● 効率的・ 効果的な図書館サービスの推進
2 .生涯学習環境の整備
　 　  ● 社会教育施設等の環境整備の推進
　 　 ★学校施設の有効活用

いき いきと 学び、
活動するための環境をつく る

　 市民の自主的な学びの機会を提供し 、地域づく り につ
ながる学びや、学びを通じ た出会いを促進するとともに、
地域における生涯学習の担い手を育成していきます。
　 社会教育施設について市民サービ スの向上に向けた
取組を進めるとと も に、学校施設の有効活用などを推進
し 、学びの場の充実を図り ます。

基本
政策Ⅶ

（ 施策及び主な取組）
1.家庭教育支援の充実
　 　  ● 家庭、地域教育学級などによる家庭教育の支援

2 .地域における教育活動の推進
　 　 ★地域の寺子屋事業の推進

　 各家庭における 教育の支援や、大人も 子ども も 学び
合い、育ち合う ための環境づく り を通じ て、家庭・ 地域の
教育力の向上を図り ます。

基本
政策Ⅵ 家庭・ 地域の教育力を高める

（ 施策及び主な取組）
1.学校運営体制の再構築
　 　  ● 学校業務マネジメ ント 支援
　 　 ★教職員の働き方・ 仕事の進め方改革の推進
2 .学校運営の自主性、自律性の向上
　 　  ● 地域に開かれた特色ある学校づく り の推進
3 .教職員の資質・ 能力向上
　 　  ● ライフステージに応じ た教職員研修の実施

学校の教育力を 強化する

　「 地域と と も にある学校づく り 」を推進し ながら 、研修
等を 通じ て教職員一人ひと り の資質・ 能力の向上を図る
と と も に、教職員が子ども たちと 向き 合う 本来的な業務
に一層専念できる 体制を再構築するこ と で、学校の教
育力を高めます。

基本
政策Ⅴ
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第３ 期実施計画の政策体系4

Ⅰ　 人 間と し て

の在り 方生き 方

の軸をつく る

Ⅱ　 学ぶ意欲を

育て、「 生きる力」

を 伸ばす

Ⅲ　 一人ひと り

の教育的ニーズ

に対応する

1  キャリ ア在り 方

生き 方教育の推進

1  確かな学力の育成

2  豊かな心の育成

3  健やかな 心身の

育成

4  教育の情報化の

推進

5  魅力ある高等学校

教育の推進

1  共生社会の形成に

向けた支援教育の

推進

1  キャリ ア在り 方生き 方教育推進事業　 ★

1  学力調査・ 授業改善研究事業　 ★

2  きめ細かな指導推進事業　 ★

3  英語教育推進事業

4  理科教育推進事業

5  学校教育活動支援事業

1  道徳教育推進事業

2  読書のまち・ かわさ き 推進事業

3  子ども の音楽活動推進事業

4  人権尊重教育推進事業

5  多文化共生教育推進事業

1  子ども の体力向上推進事業

2  健康教育推進事業

3  健康給食推進事業

1  教育の情報化推進事業

2  かわさ き G IG A スク ール構想推進事業　 ★

1  魅力ある高校教育の推進事業

1  特別支援教育推進事業　 ★

2  共生・ 共育推進事業

3  児童生徒支援・ 相談事業　 ★

4  教育機会確保推進事業　 ★

5  海外帰国・ 外国人児童生徒相談・ 支援事業

6  就学等支援事業 

「 夢や希望を抱いて生き がいのある人生を 送るための礎を築く 」 

「 自主・ 自立」 

変化の激し い社会の中で、誰も が多様な個性、能力を 伸ばし 、充実し た人生を主体的に切り 拓いていく こ と

ができるよう 、将来に向けた社会的自立に必要な能力・ 態度を 培う こ と

「 共生・ 協働」

個人や社会の多様性を尊重し 、それぞれの強みを 生かし 、と も に支え、高め合える 社会をめざし 、共生・ 協働

の精神を育むこ と

教育政策室

総合教育センタ ー

総合教育センタ ー

総合教育センタ ー

総合教育センタ ー

指導課

総合教育センタ ー

指導課

指導課

教育政策室

教育政策室

健康教育課

健康教育課

健康給食推進室

総合教育センタ ー

指導課

支援教育課

教育政策室

総合教育センタ ー

総合教育センタ ー

教育政策室

学事課

★重点事業に位置づける 事務事業

2 9

3 5

3 9

4 2
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Ⅳ  良 好 な 教 育

環境を整備する

Ⅴ  学校の教育力

を強化する

Ⅵ　 家庭・ 地域の

教育力を高める 

Ⅶ　 いきいきと

学び、活動する

た め の 環 境を

つく る  

Ⅷ　 文化財の保

護・ 活用と 魅力あ

る 博 物 館づく り

を 進める  

1  安全教育の推進

2  安全・ 安心で 快適

な教育環境の整備

3  児童生徒数・ 学級

数増加への対応

1  学 校 運 営 体 制 の

再構築

２  学校運営の

自主性、自律性の向上

３  教職員の資質・

能力向上

1  家 庭 教 育 支 援 の

充実

2  地域における 教育

活動の推進

1  自ら 学び、活動す

るための支援の充実

2  生 涯 学 習 環 境 の

整備

1  文化財の保護・

活用の推進

2  博物館の魅力向上

1  学校安全推進事業

1  学校施設長期保全計画推進事業 ★

2  学校施設環境改善事業

3  学校施設維持管理事業

1  児童生徒数・ 学級数増加対策事業 ★

1  学校業務マネジメ ント 支援事業 ★

1  地域等による 学校運営への参加促進事業

2  地域に開かれた特色ある 学校づく り 推進事業

1  教職員研修事業

2  教職員の選考・ 人事業務

3  教育研究団体補助事業

1  家庭教育支援事業

1  地域における 教育活動の推進事業

2  地域の寺子屋事業 ★

1  社会教育振興事業 ★

2  図書館運営事業

1  生涯学習施設の環境整備事業 ★

2  社会教育関係団体等への支援・ 連携事業

1  文化財保護・ 活用事業

2  橘樹官衙遺跡群保存整備・ 活用事業 ★

1  日本民家園管理運営事業

2  青少年科学館管理運営事業

健康教育課

教育環境整備推進室

教育環境整備推進室

教育環境整備推進室

教育政策室

教育政策室

教育政策室

指導課

総合教育センタ ー

教職員人事課

指導課

生涯学習推進課

地域教育推進課

地域教育推進課

生涯学習推進課

生涯学習推進課

生涯学習推進課

生涯学習推進課

文化財課

文化財課

文化財課

文化財課
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基本政策Ⅰ  人間と し ての在り 方生き 方の軸を つく る 

第３ 期実施計画期間の取組 5

　 子ど も たちが将来に対する 夢や希望を 持ち 、将来の社会的自立に必要な能力や態度

と と も に共生・ 協働の精神を 培う 教育の実践が求めら れていま す。本市で は、こ れを

「 キャリ ア 在り 方生き 方教育」と して第１ 期実施計画から 重点施策と して位置づけ、すべ

ての学校で取り 組んで き まし た 。今後も 、日々の学習活動を 通じ て子ど も たち の自己肯

定感を 高め、学ぶ意欲、人と 関わる力、社会に参画する資質・ 能力を小学校段階から 計

画的・ 系統的に育んでいきます。 

　 人工知能（ A I）、ビッ グ データ 、Io T 、ロ ボティ ク ス等の先端技術が 高度化し 、あら

ゆる 産業や社会生 活に 取り 入れら れた So c i e t y 5 . 0 時代が到来し つ つあ る と と も

に 、社会の在り 方そ のも のがこ れま で と は「 非連続」と いえる ほど 劇 的に 変化し 続

ける 状 況があり ま す 。ま た 、新型コ ロ ナ ウイルス 感 染 症の影響が長 期に わたり 、安

全な 環境に おいて子ど も たち の学び を 保障する こ と で 、子ど も たち が自ら の夢を 実

現で き る よ う に する こ と が 求めら れて いま す 。さ ら に 、貧困、紛争、気候 変 動な ど 、

数多く の国際的な 課題に 対し 、SD G sの達成に 向け た 取組も 重要と なって いま す 。

こ のよう に 、今日の子ど も・ 若者が生き る 社会は、ま すま す 将来の予測が困難な 状

況になって いま す 。こ れま で も 、変化に十分対応で き ず、学校から 社会への移行が

円滑に 行われて い な い 子ど も・ 若者の実態について 、コ ミ ュ ニケーショ ン 能力や自

己肯定 感の不足、他者への配慮の不足と いっ た 原因が指 摘さ れて いま す 。将来、社

会的・ 職業的自立に 向け て必要な 基盤と なる 資質・ 能力や、社会の形成に 主体的に

参画する ための資質・ 能力と し て 、チ ームワーク やスト レスマ ネジメ ント 能力、ま た 、

学ぶこ と・ 働く こ と の意義や役割の理解な ど 、基 礎的・ 汎用的な 能力を 育成する 必

要があり ま す 。

　「 令和の日本型学校教育」の構築を 目指し て～全ての子供たち の可能性を 引き 出

す 、個別最適な 学び＊と 、協働的な 学び＊の実現～（ 令和３（ 2 0 2 1 ）年１ 月中央教育

審議会答申）で は、「 一人一人の児童生徒が、自分のよ さ や可能性を 認識する と と も

に 、あら ゆる 他者を 価値のある 存在と し て 尊重し 、多様な 人々と 協働し な がら 、さ ま

ざ ま な 社会的変化を 乗り 越え 、豊かな 人生を 切り 拓き 、持続可能な 社会の創り 手と

なる こ と がで き る よう 、そ の資質・ 能力を 育成する こ と が求めら れて いる 」と し て い

ま す。子ど も たち が自分の価値を 認識し な がら 、他者の価値も 尊重する 意識を 醸成

○ 現状と 課題 ○ 
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し 、一人ひと り の 多 様 な 幸 せや 社 会 全 体 の 幸 せと も い う べ き ウェ ルビー イ ン グ

（ w e l l -b e in g ）＊の理念の実現により 、多様性と 包摂性のある 持続可能な社会をめざ す

こ と が重要です。 

　 全国学力・ 学習状況調査の結果を 見ると 、本市の子ど も の自己肯定感は年々増加傾

向にある も のの、小学校で は6 .3 ％、中学校では7.2 ％の子ど も が「 自分にはよいと ころ

があると 思わない」と 回答しています【 図表１ 、２ 】。また「 将来の夢や目標を 持っていま

すか」と いう 項目については、「 当てはまる 」、「 ど ちら かと いえば当てはまる 」と 回答し た

割合は小学生、中学生と も に全国平均より も 低く なっています【 図表３ 】。

　 本市で は、子ど も たち のキャ リ ア 発達＊（ 社会の中で 自分の役割を 果たし な がら 、自

分ら し い生き 方を 実現し ていく 過程）を 促すために 、すべての市立学校で「 キャ リ ア 在

り 方生き 方教育」を 推進し ていま す。引き 続き 、各学校の実情に応じ て 、子ど も たちに、

社会的自立に向けて必要な能力や態度と と も に、共生・ 協働の精神を 計画的・ 系統的に

育てる 教育が求めら れています。 

「 キャ リ ア在り 方生き 方ノ ート 」
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図表１「 自分には、よいと ころがあると 思いますか」と いう 質問に対する

　 　 　  児童の回答の割合（ 小学校６ 年生）

3 5 .9H26

H2 9

R3

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

42 .5 15 .3 6 .2

41 .3 3 8 .6 14 .2 5 .8

3 8 .9 4 0 .2 14 .5 6 .3

当てはまる ど ちら かと いえば当てはまる ど ち ら かと いえば当てはまら ない 当てはまら ない

図表２「 自分には、よいと ころがあると 思いますか」と いう 質問に

　 　 　  対する生徒の回答の割合（ 中学校３ 年生）

21 .9H26

H2 9

R3

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

43 .5 24 .4 10 .0

2 9 .1 41 .3 2 0 .4 9 .0

3 6 .6 3 9 .8 16 .4 7.2

当てはまる ど ちら かと いえば当てはまる ど ち ら かと いえば当てはまら ない 当てはまら ない

川崎市

全国

H26

8 5 .1

8 6 .7

H2 9

8 3 .9

8 5 .9

R3

7 7.3

8 0 .3

8 8

8 6

8 4

8 2

8 0

7 8

76

74

7 2

(% )

川崎市

全国

H26

6 9 .7

71 .4

H2 9

6 8 .4

7 0 .5

R3

6 5 .2

6 8 .6

7 2

71

7 0

69

6 8

67

6 6

6 5

6 4

6 3

6 2

(% )

図表３「 将来の夢や目標を持っていますか」と いう 質問で「 当てはまる 」、 

　 　 　「 ど ちら かと いえば当てはまる 」と 回答し た割合 

小学校６ 年生 中学校３ 年生

資料： 全国学力・ 学習状況調査

資料： 全国学力・ 学習状況調査

資料： 全国学力・ 学習状況調査
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※参考指標「 共生・ 協働の精神」は、出典元の調査において設問がなく なっ たため記載はあり ません。

　「 キャ リ ア 在り 方生き 方教育」を すべての学 校で 計画的に 推 進し 、すべての子ど

も に 、社会で 自立し て生き て いく ための資質・ 能力や態度と と も に 、共生・ 協働の精

神を 育みま す。

○ 政策目標 ○ 

○ 参考指標 ○ 

「 自分にはよ いと こ ろ がある と 思う 、

ど ちら かと いえばそう 思う 」と 回答し

た児童生徒の割合

【 出典： 全国学力・ 学習状況調査】

指標名 指標の説明
実績値

（ R３（ 2 0 21 ））
目標値

（ R３（ 2 0 21 ））
目標値

（ R7（ 2 0 2 5 ））

自己肯定感 
小６  7 9 .1％

中３  7 6 .4 %

小６  8 2 .0 ％

中３  7 4 .0 %

　 　 　  以上

小６  8 3 .0 ％

中３  7 7 .0 %

　 　 　  以上

「 将来の夢や目標を 持っている 、ど ち

ら かと いえば持っている 」と 回答し た

児童生徒の割合

【 出典： 全国学力・ 学習状況調査】

将来に関する意識
小６  7 7.3％

中３  6 5 .2 %

小６  8 6 .0 ％

中３  6 9 .0 %

　 　 　  以上

小６  9 0 .0 ％

中３  7 5 .0 %

　 　 　  以上

「 人の役に 立つ人間に なり た いと 思

う 、ど ちら かと いえば思う 」と 回答し

た児童生徒の割合

【 出典： 全国学力・ 学習状況調査】

自己有用感 
小６  9 6 .0 ％

中３  9 4 .6％

小６  9 4 .0 ％

中３  9 2 .0 ％

　 　 　  以上

小６  9 7 .0 ％

中３  9 5 .0 ％

　 　 　  以上

「 難し いこ と で も 、失敗を 恐れないで

挑戦している 、ど ちら かと いえば挑戦

している 」と 回答し た児童生徒の割合

【 出典： 全国学力・ 学習状況調査】

チャレンジ 精神 
小６  7 3 .0 ％

中３  6 6 .0 ％

小６  8 1 .0 ％

中３  7 4 .0 ％

　 　 　  以上

小６  8 2 .0 ％

中３  7 5 .0 ％

　 　 　  以上

「 難し いこ と で も 、失敗を 恐れないで

挑戦している 、ど ちら かと いえば挑戦

している 」と 回答し た児童生徒の割合

【 出典： 川崎市学習状況調査】

チャレンジ 精神

【 第３ 期から 設定】

小５  7 9 .8％

中２  6 4 .8％ ー

小５  8 2 .0 ％

中２  7 5 .0 ％

　 　 　  以上

「 地域や社会をより よく するために何

をすべき か考えるこ と がある 、ど ちら

かと いえばある 」と 回答し た児童生徒

の割合

【 出典： 全国学力・ 学習状況調査】

社会参画に関する

意識

小６  5 4 .2 ％

中３  3 9 .5％

小６  4 4 .0 ％

中３  3 1 .0 ％

　 　 　  以上

小６  5 6 .0 ％

中３  4 0 .0 ％

　 　 　  以上

「 学級みんなで協力し て何かを やり 遂

げ、う れし かっ たこ と がある 、ど ち ら

かと いえばある 」と 回答し た児童生徒

の割合

【 出典： 全国学力・ 学習状況調査】

共生・ 協働の精神 ー※ ー※

小６  9 0 .0 ％

中３  8 5 .0 ％

　 　 　  以上
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　 社会のさ まざ まな 領域において急激な構造変化が進み、産業・ 経済の変容は雇用形

態の多様化や流動化にも つながっていま す。就職・ 進学を 問わず子ど も たち のキャリ ア

形成をめぐる 環境が大きく 変化し 、社会的・ 職業的自立に向けて必要な 資質・ 能力や態

度を 育てる キャリ ア 教育のさ ら なる充実が求めら れています。

　 平成2 8（ 2 0 1 6 ）年度からすべての市立学校で 実施し ている「 キャリ ア 在り 方生き 方

教育」は、子ど も たち の社会的自立や共生・ 協働の精神を 培う 視点から 、各学校におけ

る 教育活動を 幅広く 見直し 、こ れま で の取組を 価値づけ、改革していく ための理念であ

り 、子ども たち の自立に必要な能力や態度を 育てる 教育です。

　 小学校から の系統的な 取組を 通し て「 自分を つく る 」、「 みんな一緒に生き ている 」、

「 わたし たち のま ち川崎」の３ つの視点で 、「 学ぶこ と 、働く こ と 、生きるこ と の尊さ を 実

感し 、学ぶ意欲を も っ た人材」、「 共生・ 協働の精神を も ち 、共生社会を 実現し ていく 人

材」、「 心のより どこ ろ と し てのふるさ と 川崎への愛着をも ち 、将来の川崎の担い手と な

る人材」を 育成し ていき ま す。そのため、特別活動を 要と し つつ「 かわさ き 共生＊共育プ

ロ グラム＊」など 既に各学校で 実践さ れている 取組と 教科等の学習活動を 相互に結び

つけ、カリ キュラム・ マネジメ ント の充実を 図り 、引き 続き 、すべての教育活動を 通じ て

「 キャリ ア 在り 方生き 方教育」を推進していきます。

　 あわせて 、急激な社会・ 産業構造の変化の中で も 、子ど も たち 一人ひと り が将来直面

するであろう 現代的な諸課題に、柔軟かつたく まし く 対応で きる力を 育て 、自信を 持っ

て可能性に挑戦するこ と がで きる よう 、将来の生活や社会と 関連付けながら 、 「 キャリ

ア発達」の見通し を持っ たり 、振り 返っ たり する 機会を 設けていきます。

　 また 、子ど も たちにと っては、1日の生活の大半を 過ご す「 学校」が身近な「 社会」であ

り 、「 学校」を 通じ て「 社会」を 理解する 取組の充実を 行い、社会的自立と 社会参画の力

を 育みます。 

・ 教育プラン の基本目標である「 自主・ 自立」「 共生・ 協働」の実現に向けた「 キャリ ア 在り  

方生き 方教育」を推進していきます。

・ 学びの過程を 記述し 振り 返るこ と ができるポートフォリ オと しての機能を持つ教材と し

て「 キャリ ア・ パスポート ＊」を 活用し 、小学校から 高等学校まで の計画的・ 系統的な「 キ

ャリ ア在り 方生き 方教育」のさ ら なる充実に向けた取組を 進めていきます。

・ 各学校が児童生徒に身につけさ せたい資質・ 能力を 明確にして、その実現に必要な教育

活動を見直し 、現代的諸課題であるSD Gｓ や、かわさ きパラムーブメ ント ＊等の視点も 取

り入れながら 、カリ キュラム・ マネジメ ント の充実が図ら れるよう 、教職員研修など 学校

への支援を行っていきます。

施策１ ．キャ リ ア在り 方生き 方教育の推進
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コ ラム
【 キャリ ア 在り 方生き 方教育と は】 

　 一人ひとり の将来の社会的自立に向け、必要な能力や態度を育てる教育です。

　 社会の一員としての役割を果たすと と も に、それぞれの個性、持ち味を 最大限発揮し

ながら 、自立して生きていく ために必要な能力や態度を育てる教育であり 、子ども たち

の社会的自立や共生・ 協働の精神を培う 視点から 、各学校における教育活動を幅広く 見

直し 、こ れまでの取組を 価値づけ、改革していく た

めの理念です。

　 一般の「 キャリ ア教育」に、共生・ 協働の精神を培

う と いう 視点と 、郷土を 愛し 、将来のふるさ と 川崎

の担い手を育成する 視点を加え、本市では「 キャリ

ア在り 方生き方教育」と 名づけています。 キャリ ア・ パスポート を 活用し 学ぶ様子

・ 教職員が「 キャリ ア在り 方生き 方ノ ート 」及び「 キャリ ア・ パスポート 」を 効果的に活用で

きるよう 研修を行う など 、実践に向けた支援を行い、児童生徒が主体的に学びに向かう

力が身につく よう 取組を 進めていきます。

事務事業名

現状 事業内容・ 目標

令和3（ 2 0 21 ）
年度

令和4（ 2 0 2 2 ）
年度

令和5（ 2 0 2 3 ）
年度

令和6（ 2 0 2 4 ）
年度

令和7（ 2 0 2 5 ）
年度

令和8（ 2 0 2 6 ）
年度以降

●広報等による保護者等への理解促進

・ リ ーフ レ ッ ト の作
成・ 配布

継続実施

●研究推進校での研究結果等を活かし た、キャリ ア在り 方生き方教育の推進

情報交換会:３ 回
研究推進校報告会:
１ 回

・ 情報交換会、研究
推進校報告会の開
催

○ 情報交換会、研究推進校報告会の開催

・ 推 進 校への 研 究
支援

○研究推進校への現代的諸課題に対応し たカリ キュラム・ マネジメ ント の研究支援

●「 キャリ ア在り 方生き方ノ ート 」及び「 キャリ ア・ パスポート 」を活用し た取組の推進

・ 小・ 中学 校・ 高等
学 校への 配 布・ 活
用

継続実施

○ 「 キャリ ア在り 方生き方ノ ート 」及び「 キャリ ア・ パスポート 」の配布・ 活用

・ 検 討 結 果に 基づ
く 取組の推進

・ IC Tを 活用し たポ
ート フ ォ リ オ 作 成
の検討

○ ICTを活用し たポートフォリ オの作成・ 活用

●各学校におけるカリ キュラム・ マネジメ ント に基づいた教育活動の充実

・ 全校実施（ H 2 8 か
ら ）

・ 各 学 校 に お ける
取組の実施

事業推進

○ キャリ ア在り 方生き方教育の実施

・ 各 学 校に お ける
取組の調査

・ 実 践 事例 集の 作
成・ 配布

・ 各 学 校 に お ける
取組の推進

○ 多様性を尊重する教育の計画的・ 系統的な推進に向けた支援

研修実施回数 :３ 回 ・ 担当者研修の実施

○ 担当者研修の実施

★キャリ ア在り 方生き方

教育推進事業

将来の社会的自立に必要な能

力や態度を 育む教育を 全校で

より 効果的に実践するため、啓

発資料の配布や研修により 、

「 キャリ ア 在り 方生き 方教育」

についての理解を 深める と と

も に、指導体制の構築や、家庭

と の連携を図り ます。


